
農地利用最適化推進委員（敬称略）

担当地区
　農業委員会活動を円滑に行うため、農地の所在する地区ごとに担当する農業委員・農地利用最適化推進委員を
定めています。地区および担当委員は次のとおりです。（敬称略）

農地の所在する地区
担当委員

農業委員 農地利用最適化推進委員
本町・横町・仲町・反町・大八・荒町・中通・平舘・谷津作・
皮籠石 鈴木　栄次 先崎　　久

小野赤沼・菖蒲谷・雁股田 中山　次男 矢吹　富雄
飯豊上・吉野辺 郡司　助広 羽生　洋市
飯豊中・飯豊下 吉田　寿一 渡辺　範雄
小戸神・小野山神 郡司　一良 吉田　昌弘
浮金 宗像　　智 宗像　一雄
夏井・湯沢 阿部　健治 佐藤　健蔵
塩庭一区・上羽出庭 吉田　吉久 西牧　祐吉
南田原井・塩庭二区・和名田 村上　泰啓 吉田　　誠

農業委員と農地利用最適化推進委員の主な業務
農業委員 農地利用最適化推進委員

　町全体の農地について、権限事務を執行する。

①農業委員会などの会議に出席し、農地法などの権
限に属する事項の審議、議決を行う。

②農地法などに基づく申請の調査および審査を行う。
③農地法に基づき町内の農地の利用状況調査および

利用意向調査を行う。
④農地利用の最適化（担い手への集積など）のため調

整を行う。
など

　担当地区で、担い手への農地の集積、耕作放棄地
の発生防止・解消などの活動を行うなど農地の有効
利用を図る。

①農業委員会などの会議に出席し、農地法などの権
限に属する事項について意見を述べ、審議を行う。

②農地法に基づく申請の調査を行う。
③担当する地区内の農地の利用状況調査および利用

意向調査を行う。
④農地利用の最適化（担い手への集積など）の活動を

行う。
　　　　　　　　　　　　　　　　　など

問農業委員会事務局（産業振興課内)☎72-6938
※阿部君江委員は中立委員（法律上選任が義務付けられている農業者以外の委員）のため、担当地区はありません。

佐藤　健蔵吉田　誠吉田　昌弘

羽生　洋市

渡辺　範雄先崎　久

宗像　一雄 西牧　祐吉 矢吹　富雄
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